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特定教育・保育施設等の利用定員について 

 

１ 利用定員とは 

  子ども・子育て支援新制度における、施設・事業者が給付の対象となることの「確認」

を受ける際に設定が必要な定員のこと。利用定員は認定区分（１号～３号、３号は０歳

と１・２歳に区分）ごとに定める必要がある。 

(１) 子ども・子育て支援新制度においては、学校教育法、児童福祉法等に基づく認可

等を受けた施設・事業者からの申請に基づき、市町村が確認を行い、給付による財

政支援の対象とする。 

(２) 具体的には、給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設、地

域型保育事業者に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、市町村

事業計画に照らし、認定区分ごとの利用定員を定めた上で給付の対象となることを

確認し、給付費（委託費）を支払う。 

 

２ 利用定員の設定が必要な施設等 

(１) 特定教育・保育施設 

    市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設（認定

こども園法第２条第６項に規定する認定こども園、学校教育法第１条に規定する幼

稚園及び児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所） 

(２) 特定地域型保育事業 

市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する事業者が

行う地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育） 

 

３ 利用定員の設定方法 

利用定員の設定は、認可定員と一致させることを基本として、施設・事業者の申請に

より市町村が行うが、その際、施設・事業者と意思疎通を図り、その意向を考慮しつつ、

当該施設での最近の実利用人数の実績や今後の見込みを踏まえることが必要とされてい

る。 

  なお、子ども・子育て支援法第３１条第２項及び第４３条第３項の規定により、特定

教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、

審議会等の意見を聴かなくてはならない。 

 

子ども・子育て支援法（抜粋） 

第３１条 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき

は、あらかじめ、第７７条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合に

あってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支

援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

第４３条 

３ 市町村長は、第１項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業を

いう。以下同じ。）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１項

の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけ

ればならない。 

資料２ 



０歳 １・２歳

32 3,585 3,585 30 3,485 2,035 305 1,145 ▲ 2 ▲ 100 ▲ 100

38 4,850 4,850 38 4,921 2,693 550 1,678 71 71

25 3,360 3,360 24 3,255 3,255 ▲ 1 ▲ 105 ▲ 105

2 250 250 4 440 440 2 190 190

5 912 280 632 6 1,155 370 470 75 240 1 243 90 153

5 949 567 382 9 1,906 1,097 418 60 331 4 957 530 427

1 6 6 1 6 6

4 54 54 8 116 34 82 4 62 62

1 30 30 1 30 9 21

7 7 7 1 6

113 13,996 4,457 9,539 121 15,314 5,162 5,616 1,033 3,503 8 1,318 705 613

13,973 4,457 9,516 15,291 5,162 5,616 1,025 3,488 1,318 705 613

留意事項

合計

施設
数

（箇所）

平成２９年度利用定員

【総括表】                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ： 人）

２・３号１号２号１号２・３号１号

２８年度 ２９年度（予定）

従業員枠除く

利用
定員

（　内　訳　）

Ｇ　市立小規模
　　保育事業

Ｂ　私立保育所

Ａ　市立保育所

Ｄ　私立幼稚園

Ｃ　市立幼稚園

施設
数

（箇所）

差

施設等区分

　２９年度利用定員について、認可（認定）を必要とするものは、今後変更になる可能性がある。

利用
定員

（　内　訳　）
利用
定員３号

（　内　訳　）

Ｉ　事業所内
　　保育事業

Ｈ　私立小規模
　　保育事業

施設
数

（箇所）

Ｆ　私立
　　認定こども園

従業員枠除く

Ｅ　市立
　　認定こども園
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【Ａ　市立保育所】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

０歳 １・２歳

1 瀬戸内 保育所 120 120 － 72 12 36 0

2 扇町保育所 150 150 － 81 18 51 0

3 宮脇保育所 60 60 － 36 0 24 0

4 松島保育所 130 130 － 70 18 42 0

5 福岡保育所 70 70 － 37 9 24 0

6 桜町保育所 190 190 － 106 21 63 0

7 田村保育所 70 70 － 40 6 24 0

8 鶴尾保育所 50 50 － 27 6 17 0

9 太田保育所 150 150 － 84 15 51 0

10 木太保育所 150 150 － 90 12 48 0

11 古高松保育所 200 200 － 119 15 66 0

12 屋島保育所 140 140 － 77 15 48 0

13 下笠居西部保育所 30 30 － 21 0 9 0

14 下笠居東部保育所 50 50 － 35 0 15 0

15 香西保育所 210 210 － 132 15 63 0

16 弦打保育所 150 150 － 81 18 51 0

17 鬼無保育所 150 150 － 87 15 48 0

18 三谷保育所 100 100 － 55 12 33 0

19 多肥保育所 140 140 － 83 12 45 0

20 林保育所 160 160 － 91 18 51 0

21 川島保育所 180 180 － 111 15 54 0

22 西植田保育所 60 60 － 42 0 18 0

23 東植田保育所 30 30 － 18 0 12 0

24 大野保育所 100 200 － 108 20 72 100

－ 大野東保育所 70 － － － － － ▲ 70

25 浅野保育所 110 110 － 65 12 33 0

－ 川東保育所 130 － － － － － ▲ 130

26 川東南保育所 45 45 － 27 0 18 0

27 国分寺北部保育所 100 100 － 64 0 36 0

28 国分寺南部保育所 90 90 － 57 0 33 0

29 牟礼保育所 120 120 － 72 12 36 0

30 田井保育所 80 80 － 47 9 24 0

3,585 3,485 － 2,035 305 1,145 ▲ 100

※　平成２８年７月２５日から、大野保育所と大野東保育所が統合

※　平成２９年４月１日から、川東保育所と川東幼稚園が統合し、こども園へ移行

平成２９年度利用定員

利用定員の差

合　　計

（　内　訳　）

３号№ 施設名
２８年度

利用定員
２９年度

利用定員
（予定）
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【Ｂ　私立保育所】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

０歳 １・２歳

1 高松保育園 230 230 － 133 27 70 0

2 こぶし今里保育園 90 90 － 57 9 24 0

3 敬愛保育園 150 150 － 84 12 54 0

4 平安保育園 130 130 － 64 18 48 0

5 勅使百華保育園 230 230 － 124 20 86 0

6 西春日保育所 130 130 － 64 18 48 0

7 太田西保育園 100 100 － 58 12 30 0

8 こぶし中央保育園 90 90 － 53 7 30 0

9 春日保育園 160 160 － 75 25 60 0

10 あすなろ保育園 180 180 － 100 20 60 0

11 西光寺保育所 110 110 － 57 15 38 0

12 川添保育園 120 120 － 63 15 42 0

げんき保育園 160 160 － 81 19 60 0

結愛・げんき保育園 － 72 － 45 3 24 72

14 カナン保育園 130 130 － 70 15 45 0

15 高松南保育園 160 160 － 88 18 54 0

－ 和光保育園 100 － － － － － ▲ 100

16 円座百華保育園 260 260 － 160 20 80 0

17 高松西保育園 130 130 － 72 10 48 0

18 若葉保育園 130 130 － 73 9 48 0

19 白樺保育園 120 120 － 60 20 40 0

20 松福保育園 120 120 － 72 12 36 0

21 さくらんぼ保育園 60 60 － 33 7 20 0

22 すみれ保育園 120 120 － 69 15 36 0

23 高松第二保育園 30 30 － 16 3 11 0

24 今里保育所 130 130 － 61 21 48 0

25 さんさん保育園 110 110 － 62 12 36 0

26 みよし保育園 80 80 － 44 9 27 0

27 みのり保育園 150 150 － 90 15 45 0

28 八栗保育所 70 70 － 33 12 25 0

29 城東保育園 130 130 － 72 12 46 0

30 中野保育所 160 160 － 80 20 60 0

31 こぶし花園保育園 90 90 － 48 9 33 0

32 花ノ宮保育園 100 100 － 45 15 40 0

33 カナン十河保育園 120 120 － 70 10 40 0

34 れんげ保育園 90 90 － 51 9 30 0

35 さくら伏石保育園 90 90 － 54 6 30 0

36 らく楽保育園 110 110 － 62 12 36 0

37 初音保育所 180 180 － 90 30 60 0

38 さくら木太保育園 － 99 － 60 9 30 99

4,850 4,921 － 2,693 550 1,678 71

平成２９年度利用定員

（　内　訳　）

利用定員の差３号

合　　計

№ 施設名
２８年度

利用定員
２９年度

利用定員
（予定）

13
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【Ｃ　市立幼稚園】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

０歳 １・２歳

1 前田幼稚園 105 105 105 － － － 0

2 川添幼稚園 105 105 105 － － － 0

3 林幼稚園 175 175 175 － － － 0

4 三渓幼稚園 105 105 105 － － － 0

5 香西幼稚園 210 210 210 － － － 0

6 一宮幼稚園 105 105 105 － － － 0

7 多肥幼稚園 105 105 105 － － － 0

8 川岡幼稚園 105 105 105 － － － 0

9 円座幼稚園 105 105 105 － － － 0

10 檀紙幼稚園 105 105 105 － － － 0

11 弦打幼稚園 105 105 105 － － － 0

12 鬼無幼稚園 105 105 105 － － － 0

13 木太幼稚園 245 245 245 － － － 0

14 山田幼稚園 105 105 105 － － － 0

15 檀浦幼稚園 105 105 105 － － － 0

16 春日幼稚園 105 105 105 － － － 0

17 木太北部幼稚園 210 210 210 － － － 0

18 栗山幼稚園 105 105 105 － － － 0

19 田井幼稚園 105 105 105 － － － 0

20 大町幼稚園 105 105 105 － － － 0

21 大野幼稚園 210 210 210 － － － 0

22 浅野幼稚園 105 105 105 － － － 0

－ 川東幼稚園 105 － － － － － ▲ 105

23 国分寺北部幼稚園 210 210 210 － － － 0

24 国分寺南部幼稚園 210 210 210 － － － 0

3,360 3,255 3,255 － － － ▲ 105

※　平成２９年４月１日から、川東保育所と川東幼稚園が統合し、こども園へ移行

【Ｄ　私立幼稚園】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

０歳 １・２歳

1 屋島教会幼稚園 110 110 110 － － － 0

2 青空幼稚園 140 140 140 － － － 0

3 愛育幼稚園 - 85 85 － － － 85

4 まゆみ幼稚園 - 105 105 － － － 105

250 440 440 － － － 190

３号

合　　計

平成２９年度利用定員

№ 施設名
２８年度

利用定員
２９年度

利用定員
（予定）

（　内　訳　）

利用定員の差

合　　計

３号№ 施設名
２８年度

利用定員
２９年度

利用定員
（予定）

（　内　訳　）

利用定員の差
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【Ｅ　市立認定こども園】 　（単位 ： 人）

１号 ２・３
号

１号 ２号 １号 ２・３
号

０歳 １・２歳

1 下笠居こども園 145 40 105 145 40 60 12 33 0 0 0

2 塩江こども園 120 15 105 120 15 60 12 33 0 0 0

3 はらこども園 228 90 138 228 90 90 9 39 0 0 0

4 庵治こども園 150 45 105 150 45 60 12 33 0 0 0

5 香南こども園 269 90 179 269 90 110 15 54 0 0 0

6 川東こども園 － － － 243 90 90 15 48 243 90 153

912 280 632 1,155 370 470 75 240 243 90 153

【Ｆ　私立認定こども園】 　（単位 ： 人）

１号 １号 ２号 １号

０歳 １・２歳

1
サンシャイン
こどもの森

120 15 105 120 15 60 9 36 0 0 0

いずみこども園 175 15 160 165 15 102 6 42 ▲ 10 0 ▲ 10

いずみこども園
分園

29 0 29 29 0 0 6 23 0 0 0

3
認定こども園
高松東幼稚園

－ － － 450 284 100 12 54 450 284 166

4
幼保連携型認定こども園

新田幼稚園 － － － 132 75 15 6 36 132 75 57

5
認定こども園
和光こども園

－ － － 115 15 61 6 33 115 15 100

6
認定こども園
やしま幼稚園

270 240 30 300 228 30 0 42 30 ▲ 12 42

7
高松聖ヤコブ
幼稚園

150 135 15 150 135 15 0 0 0 0 0

8
認定こども園
亀阜幼稚園

205 162 43 205 162 19 0 24 0 0 0

9 らく楽寺井幼稚園 － － － 240 168 16 15 41 240 168 72

949 567 382 1,906 1,097 418 60 331 957 530 427

合　　計

№
２８年度

利用定員

（　内　訳　）
２９年度

利用定員
（予定）

幼
保
連
携
型

（　内　訳　）

利用定員
の差

（　内　訳　）

３号施設名

平成２９年度利用定員

合　　計

2

施設名№
利用定員

の差

（　内　訳　） （　内　訳　）

幼
稚
園
型

３号
２８年度

利用定員
２９年度

利用定員
（予定）

（　内　訳　）

２・３
号

２・３
号

幼
保
連
携
型
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【Ｇ　市立小規模保育事業】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

1 男木保育所 － － 0

－ － 0

【Ｈ　私立小規模保育事業】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

－
認定こども園
やしま幼稚園

－ － ▲ 18

1 カナン空港こども園 － － 0

2 栗林にこにこ保育園 － － 0

3 小規模保育所もも － － 0

4 らく楽多肥保育園 － － 12

5
ソラ小規模保育園
たかまつ

－ － 19

6
ニチイキッズたひ東
保育園

－ － 19

7
ニチイキッズたひ西
保育園

－ － 19

8 おるごーる － － 11

－ － 62

【Ｉ　事業所内保育事業】 　（単位 ： 人）

１号 ２号

1 院内保育所てふてふ 30 (7) 30 (7) － － 9 (1) 21 (6) 0

30 (7) 30 (7) － － 9 (1) 21 (6) 0

※　利用定員の（　）内は、地域枠の定員数

12

18

19

（　内　訳　）

３号

０歳 １・２歳

－ 6

№ 施設名
２８年度

利用定員

6

13

－ 19 6 13

3 9

6 13

－ 12

－

－ 11 3 8

－ 19

116

０歳 １・２歳

－

5

－

1

34

6 12

3 9

18

12

－

6

利用定員の差３号

合　　計

２７年度
利用定員

２８年度
利用定員

18

6

54

０歳 １・２歳

合　　計

№ 施設名

（　内　訳　）２８年度
利用定員
（予定）

82

平成２９年度利用定員

№ 施設名

（　内　訳　）

利用定員の差３号
２９年度

利用定員
（予定）

利用定員の差

6

－ 6

合　　計

6

6

6

２９年度
利用定員
（予定）
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